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＜答弁＞ 

 基本政策の実現は、私が市民の皆さんとお約束した公約を実現することにつながります。 

その推進にあたっては、市民の皆様の声を聴きながら、全庁一丸となって取り組んでまいり  

ます。進捗状況を公表する際には、様々な指標やデータ等を用いて、できるだけ分かりやすく

お示ししてまいります。 

 本市の３５人学級の推進について数値化によりその効果を表すことは困難ですが、一般的に

学級規模が小さいほど学習規律がよくなる、授業内容や学習意欲が高まる傾向になると   

言われており、本市においても同様の報告を受けております。また、児童生徒一人一台    

タブレット端末につきましても、各学校においてオンライン授業や日常での授業、家庭学習など、

幅広く活用を図っており、その効果については、国の全国学力・学習状況調査や本市が   

独自に実施する児童生徒・教員へのアンケート調査などから確認してまいります。より分かり 

やすく伝えるという観点をもって、進捗管理に努めてまいります。 
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＜答弁＞ 

 戸建て住宅を活用したグループホームは、障害者にとって地域における住まいとして大変 

重要なものと認識しております。障害者をはじめ高齢者も含めて、誰もが住み慣れた地域で 

住み続けることができるような環境を整えることが必要であります。一方で地区計画については、

昭和４０年代の開発分譲当時からの戸建て住宅に限るという地域のルールを、良好な    

住環境を守るために地区計画に移行したもので、障害者グループホームの立地を規制する 

意図のものではないと理解していますので、４地区について地域と意見交換しながら、地区 

計画の見直しに向けて積極的に働きかけることが必要であると考えております。障害者    

グループホームの建築基準法上の取り扱いについて、本市は大阪府市長会を通じ、    

「寄宿舎」から「住宅」または「共同住宅」へ変更するよう、昨年度も国に要望を行っております。

今後も必要に応じ、関係省庁と様々な意見交換を行う中で、要望を行ってまいります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 国と基礎自治体は車の両輪であり、意見交換が大切と考えています。豊中市との関係も 
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現場の声を聴きたいと私からお願いしたことから始まっています。これからも市民、現場の声を

聴きながら、一つ一つの課題を解決して市政を一歩でも前に進めていきたい。 
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＜答弁＞ 

 犯罪事件が発生した際、大阪府犯罪被害者等支援条例に基づく被害者支援調整会議が

設置された場合には、被害者やその家族または遺族の方の同意のもと、生活状況や困りごと、

必要な支援について情報共有を行っています。市としては、庁内関係課や社会福祉協議会

等関係機関と連携しながら、必用な支援が受けられるよう取り組んでいます。また、国が   

支給する犯罪被害者等給付金の申請受付は、地元の警察署または警察本部となっています。

該当者を効率的に制度につなぐため、犯罪被害者やその家族・遺族と接する機会を持つ  

警察から制度案内や手続きの説明がされています。大阪府の被害者支援調整会議への  

出席要請があった事案は、大阪府の条例が施行された平成３１年４月以降、２件です。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 犯罪被害に遭われ、突然大変な状況に陥られた被害者やそのご家族にとって、心身に  

受けた影響の軽減を図るなど、必要な支援内容や、相談支援体制の構築については今後 

検証していきたいと考えています。市の条例や支援制度の創設については、国や府・当市の

役割や課題の整理、既存のしくみの調整等を行いながら検討してまいります。 
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＜答弁＞ 

 個人情報流出防止策ですが、本市においては、システム運用保守事業者や担当課が  

勝手にデータを持ち出すことはできない仕組みを確立しております。具体的には、原則として、

外部媒体による個人情報等の持ち出しは禁止しており、仮に業務端末等に許可のない外部

接続媒体を接続しても利用できず、接続を試みるなど不審な動きについてもログが残り、参照

可能となっています。どうしても、媒体を使った運用が必要な場合は、目的と媒体名・データ 

内容をあらかじめデジタル戦略課に届出し許可を受け、媒体等を個々にシステムに登録する

必要があります。接続許可された媒体も日頃は、一律利用禁止に設定しており、利用する  

時のみ、所属長による「持ち出し許可申請書」等のやり取りや管理者によるシステムでの許可

作業を経て、一時的に利用が可能となります（最大１時間だけ開放する運用）。また、本市に

おいては多くのシステムを仮想サーバー上で運用しており、構造上もサーバーからの外部  

媒体でのデータ持ち出しは容易にはできないほか、サーバー室の入退室制限や記録、監視 

カメラでの常時監視など、２重３重のセキュリティ対策を講じています。これらの取扱いを「情報

セキュリティポリシー」や「各システムの実施手順書」等において申請書などの様式も含め  

細かく規定しており、ルールに基づき適切に運用を行っています。 
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＜答弁＞ 

 本庁舎、別館、庄内駅前庁舎の男性用トイレの手洗い場には、ゴミ箱を設置していますが、

４２室ある個室にはサニタリーボックスを設置していません。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 現在、市庁舎のトイレの内、多目的トイレ１３室にはサニタリーボックスを設置しています。  

今後は、男性用トイレにサニタリーボックスを設置するスペースの確保や清掃委託業者との 
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調整を進め、来庁者が快適に利用していただけるよう、今後速やかに設置に向け取り組みを

進めていきます。 
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＜答弁＞ 

 とよなか起業・チャレンジセンターは、平成１６年の事業開始以来、蛍池駅前を拠点として 

起業・経営相談やセミナー・交流会の開催などに加え、シェアードオフィスやフリースペースと

いった事業活動拠点も提供してまいりました。この間、シェアードオフィスやフリースペースの 

利用会員は延べ６３人にのぼり、うち９３％にあたる５９人が創業に至っており、運営委託者に

よるきめ細やかな伴走型支援が成果を挙げているものと認識しています。なお、令和３年度 

からは岡町駅前に拠点を移し、施設規模は縮小しましたが、必要な機能については維持・  

継続しています。センターの移転に伴い運営委託料の見直しを行わなかったのは、事業   

運営に係る人件費などは施設規模に関わらず一定必要であるとの判断によるものです。次に、

運営委託料約１千万円で求めている起業・チャレンジセンターの姿についてですが、本市  

産業の特色である多様な中小企業や小規模事業者の集積をさらに促進し、地域を舞台と  

した新たなビジネスの創出や、中小企業の新たなチャレンジを支援するためには、センターの

果たす役割が重要であると認識しています。センターの運営においては、すでに起業を    

行っている会員に加え、これから創業・起業を行おうとしている人たちへの適切できめ     

細やかなアドバイスや情報提供、金融機関など支援機関への接続といった、幅広い知識や 

ネットワークと高度なスキルが必要であり、こうしたサービスを恒常的・安定的に提供できる  

ことがセンターに求められる姿であると考えています。 
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＜答弁＞ 

 本市の「ＳＤＧs 未来都市計画」では、庄内駅がある南部地域を特に注力する先導的取組み

として位置づけており、職住近接の環境を生かし、市民・事業者それぞれが地域で支えあい 

課題解決を図る環境づくりや、地域課題解決につながる起業支援による地域経済の活性化

などに取り組むことにしています。さらに、今年３月に策定した「豊中市新・産業振興ビジョン」 

では、南部地域には製造業や小売業など多くの事業所が集積していることから、その魅力を

高めることや新たな技術・産業へのチャレンジを支援すること、また、義務教育学校の開校 

など公共施設等の再編における跡地利活用の中で、特色のある立地条件を勘案した産業 

利用についても検討することを明らかにしています。こうした庄内駅前を取り巻く環境は、起業・

創業にチャレンジしようとする機運が醸成しやすく、起業・チャレンジセンターの立地に適して 

いるものと考えています。 

 次に、起業・チャレンジセンター事業の広域化についてですが、豊能地区の市町や     

商工会議所などで構成する豊能地域活性化推進協議会においては、毎年ビジネス     

アイデアコンテストを開催し、市域を越えて広域で新たな事業の発掘・育成に取り組んで   

います。また、公益財団法人大阪産業局においては、インキュベーションマーネジャーなど

様々な分野の専門家を配置し、「大阪イノベーションハブ」の運営を通じて、医療・介護・健康

分野などで新製品や新サービスの事業化をめざす大阪府内のスタートアップ企業等への  

支援に取り組んでいます。こうした取組みとの連携を模索しつつ、本市における起業・創業  

支援についても、本市のみならず広域的なフィールドにおいて新たなビジネスにチャレンジする

事業者を発掘し、育成することは重要であり、引き続き豊中商工会議所などの関係機関と 

連携しながら、起業・創業しやすい環境整備などに取り組んでまいります。ただ、チャレンジ  

センターは事業所登記も可能なシェアオフィスを有していることもあり、本市を拠点に事業  

展開していただくことを期待しています。 
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＜答弁＞ 

 本市独自のデジタル地域ポイントについては、現在、システム開発に取り組んでおり、環境や

健康、子育てといった各分野におけるポイント付与について、今後、庁内関係課との協議・  

調整を図りながら、実際の運用に向けて具体化を進めてまいります。 

 次に、デジタル地域ポイントの運用範囲についてですが、まずは円滑に運用を開始し、多くの

市民の皆さんに市内店舗で利用していただくことを最優先に考えています。 

 ご質問のように、市域を越えてデジタル地域ポイントを運用することは、同一経済圏において

相乗効果を発揮するものと認識していますが、運用システムの統一化や各市における予算 

管理など、クリアすべき課題は少なくないものと考えています。このため、本市における    

デジタル地域ポイントが市民生活に浸透し、日常の買物の場面で当たり前のように使用される

ことを目標とし、安定したシステム運用を図るなかで、近隣市などとの広域連携についても  

調査研究してまいります。 
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＜答弁＞ 

 宅地造成等規制法の許可時に事業者に対して、工事中、土砂を区域外に流出させない 

よう措置を行うことや、台風や豪雨など災害に対し防災措置を行うこと、隣接地等に影響を 

及ぼさないよう工事を進めることなど、指導を行っております。また、高さ１ｍ以上の擁壁設置

工事を行う際は、中間検査を行い、現場確認時に安全な工事を進めるよう指導を行って  

おります。 

 法の制定前に設置された擁壁も含め既存の擁壁につきましては、毎年５月の宅地防災  

月間に合わせ広報において、擁壁の亀裂、地盤の沈下、排水溝の詰まりなどの点検について

広く啓発を行っております。 

 罹災証明書の発行に係る民間損害保険会社との連携については、現時点で課題となって

おります、対象となる災害の種類の拡大、および損害保険会社各社が揃ってこのしくみに参画

することが実現した場合は、自治体、罹災者双方にとって有意義な取り組みになると考えます。

内閣府においては、今年度自治体と民間企業との協力事例等の調査・分析を行うとされて 

おりますことから、本市においても実施に際しての課題を整理するとともに、引き続き他市  

事例などの情報収集を行ってまいります。 
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＜答弁＞ 

 市といたしましては、擁壁を所有されている方が維持管理に対して認識を持っていただく  

ことは重要だと考えております。対象を絞った啓発については、宅地造成工事規制区域など、

擁壁を所有されている方に向け、ご自身でも擁壁の状況確認が行えるような方法を掲示する

などより具体的な内容について、ホームページなどを活用し、啓発を行ってまいります。 

 地震に伴い火災が発生した場合は、消防法に基づく火災の原因並びに損害の調査が   

行われます。この調査に基づき消防局においてり災証明書を発行いたしますが、       

他自治体では、消防による調査の資料を、住家被害認定調査にもとづく罹災証明書の   

発行にも活用した事例がございます。本市におきましても、火災と家屋損壊の両面の罹災  

証明の対象となるような事案が生じた場合には、消防局と財務部が連携し対応してまいります。 
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＜答弁＞ 

 屋外における職員のマスク着用については、業務の内容によっては、マスクを着用することで、

特にこの時期は熱中症のリスクが高まることから、人との距離が確保できる場合や、会話を 

行わない場合などにはマスクを外すなど、状況に応じた対応が必要だと認識しております。 

ただし、感染者数が急増している現状をふまえ、基礎的な感染対策として、対面時においては、

マスク着用の対応をしていきます。 

 教育委員会としましては、熱中症対策を優先する必要があることから、登下校時や体育の

授業等熱中症のリスクが高い場面においては、児童生徒に対してマスクを外すよう指導する

旨を各校に通知しております。一方で、子どもたちの学習機会の確保と併せて健康や安全を

確保する観点からも、基本的な感染防止対策として、マスクの適切な着用をお願いしている 

ところです。なお、教職員は発声の機会が多く飛沫が飛ぶリスクが高いことから、マスクを   

外しての指導は難しい側面があると考えております。 

 マスクの着用は基本的な感染防止対策として重要ですが、屋外では、人との距離が２ｍ  

以上確保できる場合や距離が確保できなくても、会話をほとんど行わない場合は、屋外では
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マスクの着用は必要ないと考えています。また、夏場においては、熱中症の観点から、屋外で

マスクの必要のない場面ではマスクを外すことを推奨しています。感染防止対策もふまえ、 

状況を見ながらメリハリのあるマスクの着脱が必要と考えています。 

  

 

 

＜答弁＞ 

 新型コロナウイルス感染症においては、飛沫を防ぐことで感染リスクを下げるとされており、 

学校生活においてマスクの着用の緩和を進めていく上で、場面ごとの感染リスクに応じた   

対応をしていく必要があります。食事中は、唾液分泌が活発になり、飛沫が飛ぶリスクの高い

場面であることから、現時点では給食時における黙食は、感染防止のためにやむを得ない  

措置であると考えております。昼食後の歯磨きの実施につきましては、各校の判断に     

委ねられているところですが、歯磨き時にも唾液の飛沫が飛ぶことから、一定の感染リスクが

あるものと認識しています。そのため、積極的に歯磨きを再開するような学校への指導は   

現在のところ考えていません。 

 新型コロナウイルス感染症においては、飛沫を防ぐことで感染リスクを下げるとされており、 

学校生活においてマスク着用の緩和を進めていく上で、場面ごとの感染リスクに応じた対応を

していく必要があります。 

 歯みがきについて正しい生活習慣の定着の大切さについてですが、歯や口の健康づくりは 

毎日の生活習慣が基本です。乳幼児からの歯みがきの習慣を身につけることは、むし歯や 

歯周病の予防につながります。 
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 希望する児童や生徒の給食後の歯みがきの再開についてですが、新型コロナウイルス   

感染症の診断には唾液の中にウイルスがいることから唾液による検査結果を用います。また、

感染予防として陽性者の唾液に他の人が接触したり、飛沫を吸い込んだりしないように注意 

する必要があります。歯磨き時は口を開けて歯をブラシでこする動きによって周囲に唾液の 

飛沫が飛び散ります。したがって、歯磨きをする際には歯磨きの場所の換気、洗面所での  

ソーシャルディスタンスなど３密を避ける、実施後の消毒などの感染予防対策が必要です。 

歯磨きを再開するためには、学校の洗口場の実態などに応じて感染予防対策が重要であると

考えます。 
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＜答弁＞ 

 コロナ陽性者には二つのパターンがある。一つは、発生届が出ているパターン。もう一つは、

発生届が出ていないパターン。発生届が出ない場合というのは、ご自宅等で自身で検査   

キッドを使用して検査をした場合や、検査センターで検査をして、発生届を書いていただけ  

ないケースがあるため。検査センターで検査をする場合は、発生届を書いてもらえるのか   

どうかを確認していただく必要がある。発生届がもらえないと、保健所等での対応が      

受けられない。 
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＜答弁＞ 

 都市計画マスタープランにも記載のある通り、庄内駅周辺は重要な都市拠点の一つとして

認識しております。しかしながら、施策の推進にあたっては、市全体の各種取組みとの    

バランスや整合性などを図りながら、計画的に取り組むことが重要であり、庄内駅周辺に   

ついても、特に南部地域の活性化に向けた様々な取組を鑑みながら総合的に進めて    

いくことが必要と考えております。 
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＜答弁＞ 

 緑地公園駅におけるタクシー乗場の必要性についてですが、千里中央駅など、多くの交通

手段が集まる駅周辺の再整備事業では、バスやタクシーなど他の公共交通への乗継に   

ついて検討を行いますが、緑地公園駅周辺については規模が小さいこと、周辺は余剰地が 

無いこと、近年ではアプリを活用した配車サービスも普及が進んでいることなどから、現時点で

タクシー乗場の設置については考えておりません。ただし、豊中東西線バスの起終点でもあり、

東西軸の活性化による来訪者の増加など、今後の動向に注視しながら、その必要性について

検討してまいります。 
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＜答弁＞ 

 上下水道事業につきましては、お客さまにとって欠かすことのできない水を守り続けていく  

ために、上下水道施設の耐震化、老朽化した施設の更新や浸水対策など計画的に取り組み、

公設公営による経営を基本姿勢に、効率的な経営を進めております。人口減少や節水   

機器の普及による、水需要が減少する厳しい経営状況が見込まれるため、現在、水道    

事業につきましては、大阪府が中心となり本市も参加している府域一水道に向けた議論が 

進められております。ご質問にありました市が１００％出資する株式会社化については、現在 

考えてはおりませんが、官民連携の手法など、今後とも検討を進めてまいります。 

 猪名川流域下水道原田処理場は、大阪府と兵庫県が事業主体であり、本市は、府県から

建設業務を受託し、また、流域関連６市２町から維持管理業務を受託している立場で    

あります。そのため、本市には運営に係る裁量権は有しておりませんが、維持管理に関しては

流域関連市町で構成される協議会の事務局を担当していることから、市が１００％出資する

株式会社化については現在考えてはおりませんが、安定的な事業運営につながる民間   

資源の活用について、今後とも研究し提案してまいります。 
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＜答弁＞ 

 府域一水道は、持続可能な水道事業経営にとって有効であると考えておりますが、    

大阪市等の動向の見極めや統合団体の運営状況など本市にとってのメリット、デメリットを  

明らかにしながら、今後も府域一水道に向けた検討と合わせて、官民連携手法等の様々な

可能性を排除せず検討を進めていきたいと考えております。次に、原田処理場につきましては、

大阪府・兵庫県、関係市町から信頼される下水処理場をめざすため、長年にわたり培った 

技術力や経験の継承・向上を図ってまいりました。さらに、施設の整備に合わせた事務の  

見直しなどを通じ、ストックマネジメントの精度の向上に取り組み、市民生活の利便性や    

快適性の向上に寄与してきたところです。今後においても先人達が築いた下水道の大切な 

資産を次世代へつなぎ、持続可能な事業運営を可能とする人材育成や技術継承と合わせ、

民間資源の活用等に取組みつつ組織基盤の強化に努めることにより未来への責任を    

果たしてまいります。 
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＜答弁＞ 

 全体に占める裸眼視力０．３未満の割合を見ますと、令和３年度は小学６年生、中学    

３年生でそれぞれ８％であり、学年が上がるにつれてその割合が増加する傾向にあります。 

 過去５年間の推移では、令和２年度の小学校７％、中学校１０．５％をピークに令和３年度

で小学校５％、中学校７．９％と下がっています。現時点で、文部科学省では、児童生徒の 

近視の状況については、「多様な要因が存在している」とみており、今後調査を進める方針が

示されています。健康面や体力面にデジタル端末の使用が及ぼす影響については、例えば、

深夜まで長時間に及ぶスマートフォンやゲームの使用は、睡眠不足や生活リズムの乱れなど

様々な面で悪影響があるものと考えており、学校においてもその旨を子どもたちに指導する  

とともに、保護者に対しても協力を呼び掛けているところです。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 学校においては、毎年、児童生徒の健康診断を実施し、健康状態の把握をしており、   

あらためて実態調査を行うことは考えていません。先程、答弁しましたように、深夜まで    

長時間にわたるデジタル媒体の使用は、子どもの心身に悪影響があることから、毎年の健康

診断結果をはじめ、学級担任や養護教諭が、日々の子どもの様子を確認するとともに、   

保護者懇談などを通してその生活状況・健康状態を把握する中で、適切な保健指導に    
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つなげていきたいと考えています。 
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＜答弁＞ 

 運動部活動に関しましては、本市も含めて全国的な課題として、種目の指導経験のない 

者が顧問をつとめている実態や、生徒数の減少により活動の縮小や休止に至る部活動がある

など、部活動の持続可能性という面で厳しさを増しているものと認識しております。こうしたなか、

将来にわたり子どもたちがスポーツ等に継続して親しむことができる環境を整えていくためには、

部活動の地域移行は有効な手法の一つであり、中長期的には移行していくことが望ましいと 

考えていますが、地域においてその担い手を継続的に確保することの難しさや、費用負担の 

あり方など課題も多いものと認識しています。今後におきましては、スポーツ庁が改訂予定の

運動部活動ガイドライン等を踏まえ、本市スポーツ関連部局と連携・協力しながら検討して 

まいります。また、部活動指導員につきましては、競技経験にもとづく指導の充実、生徒の  

スポーツに親しむ機会の確保など、部活動の存続に寄与することから、引き続き、その     

計画的な配置を進めてまいりたいと考えております。 
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＜答弁＞  

 デジタルと紙を合わせた今回の家計応援券は、もちろん市内消費喚起による地域経済の 

活性化への寄与も意図するところですが、やはり主にはエネルギーや食料品などを中心に、 

このところ急激に進む物価上昇に対し、市民の家計を応援するために発行するものです。  

その中でも、紙商品券は、生活費を年金と貯蓄に依存しがちで、物価上昇の影響を特に受け

やすい高齢者世帯と、食費や教育費など子どもの養育に出費がかさむ子育て世帯の支援を

目的としています。これらの世帯では、高齢者世帯はスマホの所有率が他の世代に比べ低い

ことと、また子育て世帯に関しても、スマホ単位での購入となるデジタル商品券と異なり、   

小さい子どもさんの分も含め、家族の人数に合わせて購入できることから、紙商品券を選択 

したものです。一方で、物価上昇の影響は高齢者世帯や子育て世帯に限らず、広く市民   

生 活 に 及 ぶ も の で あ る こ と か ら 、 紙 商 品 券 の 発 行 に 合 わ せ 、 デ ジ タ ル 商 品 券 の        

高プレミアム化と増額も図ることにより、広く市民の皆さまの家計負担の軽減にも寄与する  

ことを目的とするものです。 
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＜答弁＞ 

 新型コロナウイルスワクチン接種支援協力金支給事業は、ご自分では接種手続きが困難な

高齢者や障害者に対して、同行支援などを行った介護保険や障害福祉サービス事業所へ 

協力金を支給し、一人でも多くの方が円滑に接種できるよう支援する制度です。課題として、

接種を希望する人の医療機関等の予約ができるかどうかがありました。この課題については、

豊中ワクチンダイヤルでの予約代行や電子申込システムからの接種取扱医療機関の予約に

より、対応できております。 

 この事業は、令和３年度に予約支援で約７００件、同行支援で約９００件の実績があり、   

ワクチン接種の促進に効果があったと考えます。 

令和３年の事業開始前には介護事業所等へヒアリングを行い、事業開始後も事業所からの

意見を反映しながら、その内容に対応した事業運営を行ってきました。 

今後、令和４年度末に、これまで申し込みのあった事業所を対象にアンケートを行う予定で 

効果を検証します。 
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＜答弁＞ 

 助成金２５００円を差し引いた場合、１回あたり１０００円～１５００円程度で接種できる   

見込みです。６５歳以上の市民を対象とする法定の高齢者のインフルエンザ予防接種とは 

異なり、子どものインフルエンザ予防接種は任意の予防接種にあたるため一部助成として  

います。 

 インフルエンザの発生状況は、事前に定める１３の医療機関から毎週報告を受けることにより

把握しています。本市における発生状況ですが、昨年度は１月の１週間だけ１医療機関当たり

の発生数が０．０８人でしたが、それ以外は０人、一昨年度は１１月の１週間だけ０．０８人  

でしたが、それ以外は０人でした。任意の予防接種のため、接種率の把握はありません。 

 一昨年度、昨年度、インフルエンザの発生はほぼありませんでしたが、このコロナ禍で    

マスク着用や手洗いが常態化したことが一因と考えられますが、予防接種の効果がどの程度

あったかについては不明です。２年間インフルエンザの流行がなかったことから、抗体が   

下がっていることが懸念されます。コロナ禍が長期化していることや、ワクチン接種が進み感染

対策にゆるみが生じていること、海外との往来の活発化によりインフルエンザウイルスが持ち 

込まれることなどが予想される中、インフルエンザが流行すると特に感染者の割合が多い  

子どもに 1 人でも多く接種していただく必要があると考えています。 
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＜答弁＞ 

 本件助成金は、多くの方にインフルエンザの予防接種を受けてもらい、子どものインフル  

エンザの発症、重症化を予防することが主な目的になります。インフルエンザワクチンの   

接種により６０％が発病を防ぐことができ、その結果、小児で最も重い合併症で死亡率も   

高い「インフルエンザ脳症」を含む重症化のリスクを減じる可能性があります。 
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＜答弁＞ 

 本事業の目的は、子育てのための商品やサービスの提供により、市として子育て応援の  

メッセージとともに、乳幼児期からの子育ての喜び・楽しさを発信し、子育ての不安・負担の 

軽減を図ることでございます。 

 そのため、現金ではなくカタログギフトにすることで、それぞれのニーズに合った商品・    

サービスを選んでもらえるということだけでなく、カタログに前向きな子育て情報とあわせ、相談

窓口や行政サービス情報を紹介する内容も掲載し、産後間もない保護者等を必要な支援に

つなぐためのツールとして活用していくものでございます。 
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＜答弁＞ 

 給食費が高騰している主な食材につきましては、本年４月分を前年同月と比較しますと  

上昇率が、たまねぎ、及び食用油が７２％、小麦９％、砂糖が６％、しょうゆが４％等となって

おります。今後の食材費の推移につきましては、総務省による消費者物価指数が、上昇   

傾向にあることから、１１％、１食あたり約２７円を見込んでいます。 

 学校給食の提供にかかる経費負担のうち食材費については、学校給食法に基づき     

保護者に学校給食費として負担していただくのが原則ではありますが、急激な物価上昇に伴う

市民の経済的負担が社会的な課題となっている現状において、さらなる食材費の高騰が  

あったとしてもその負担を学校給食費に転嫁することは考えていません。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 経済的に厳しいご家庭に対しては、就学援助制度により学校給食費を公費で負担する   

しくみがあることから、小・中学校の全員給食実施後においても、学校給食を無償化する   

ことは考えていません。また、今回の補正予算は、就学援助制度の対象になっていない   

世帯の給食食材費の高騰にかかる負担を市が担うものであり、今後においても適時そうした 

判断を行うことで、保護者負担の軽減を図ってまいります。 

 放課後こどもクラブの昼食提供については、市の歳出はなく、民間事業者が開設するネット

ショップのランチメニューから、直接、保護者に注文・決済頂く仕組みとしているところです。 
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 今年度の料金は、配送料等を含め一食あたり４５０円の設定としており、食材費高騰による

保護者負担に影響を及ぼすことはなく、保護者の皆さまにも安心してご利用いただけるものと

考えております。 
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＜答弁＞ 

 退職手当を減額することについては、政策・市民サービスがどうあるべきか、そうした本質的

なところに集中し、市民の皆様に寄り添いながら私の公約を着実に実現するため、２期目の 

立候補にあたり、私の身を切るスタンスとして、政治判断として５割減額することとしたものです。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 私は、退職手当を含めた報酬総額については、中核市・豊中市の市長としての職責に   

見合った、また、有為な人材を確保することができる水準であるべきと従来から申し上げて  

いる。首長の報酬は低ければ低いほど良いとは決してないと思っている。市長の報酬に    

ついては、特別職報酬等審議会において、職務、職責を鑑みつつ、類似都市や国の特別職、

あるいは民間の役員の報酬水準との比較など、総合的に検証を行っていただき、妥当性は 

示されていると考えている。 
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＜答弁＞ 

 地域手当は、各地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域の物価等を考慮して 

支給されるものであり、地方自治法の規定により、市長等の特別職に対しても支給することが

できるものです。このため、国の特別職や他自治体の特別職における支給状況、特別職  

報酬等審議会での答申等をふまえ、法及び条例に基づき特別職に対して地域手当を支給 

しております。なお、市議会議員については、地方自治法の規定上、地域手当を       

支給することはできないものとなっています。 
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＜答弁＞ 

 休日保育につきましては、公共交通機関の駅からも近い医療保健センター及び庄内駅前 

庁舎を実施場所とし、市内２か所ですでに民間委託により実施している一時保育事業と   

併せて休日保育を行うことで、市域の保育ニーズや利便性の向上に加え、業務の効率化が

図れるものと考えております。また、本町休日保育における１回当たりの平均利用者数が   

１０人程度であるため、新たに市内２カ所で休日保育を実施することで、市域の利用ニーズを

充足するものとの考えから、本町休日保育の廃止を判断したものです。 

 

 

 

 

 

 


